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　 皆 様 に は 、 平 素 よ り 格 別 の ご 支 援 と ご 愛 顧 を 賜 り 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。
　 今 般 、 令 和 4 年 9 月 期 の 決 算 状 況 に つ き ま し て ご 報 告 い た し ま す 。
　 業 績 と し ま し て は 、 譲 渡 性 預 金 を 含 む 預 金 残 高 1 5 1, 3 4 6 百 万 円 （ 前 年 同 月 比 4, 0 1 8 百 万 円 、 2. 7 2 ％ の 増 加 ） 、 貸 出 金 残 高 8 1, 7 6 4 百 万 円 （ 前 年 同 月 比
4, 2 3 2 百 万 円 、 5. 4 5 % の 増 加 ） と な り 、 収 益 に つ き ま し て は 当 期 純 利 益 2 0 1 百 万 円 （ 前 年 同 月 比 8 5 百 万 円 、 2 9. 6 6 % の 減 益 ） と な り ま し た 。
　 自 己 資 本 比 率 に つ き ま し て は 9. 7 1 % （ 前 年 同 月 比 0. 2 6 % の 減 少 ） と な っ て お り ま す 。
　 金 融 環 境 、 地 域 経 済 と も 厳 し い 状 況 が 続 い て お り ま す が 、 当 金 庫 は 地 域 金 融 機 関 と し て 、 経 営 の 健 全 性 、 透 明 性 の 確 保 を 基 本 に そ の 社 会 的 使 命 を 果
た し 、 会 員 を は じ め と す る 地 域 の 中 小 企 業 や 住 民 の 方 々 か ら 高 い 信 頼 を い た だ く よ う 役 職 員 一 丸 と な っ て 努 め て ま い り ま す 。
　 今 後 と も な お 一 層 の ご 支 援 と ご 愛 顧 を 賜 り ま す よ う お 願 い 申 し 上 げ ま す 。

（ 注 ） １ ． 半 期 開 示 情 報 に つ い て は 、 監 査 法 人 に よ る 監 査 を 受 け て お り ま せ ん 。

２ ． 半 期 開 示 情 報 に つ い て は 、 当 金 庫 の 任 意 の 情 報 と し て 開 示 し て お り ま す 。

北 空 知 信 用 金 庫 と 地 域 社 会 　 ～ こ の 街 と 生 き て い く ～

当 金 庫 の 地 域 経 済 活 性 化 へ の 取 組 み に つ い て

　 当 金 庫 は 、 本 店 を 深 川 市 に 置 き 、 北 空 知 地 域 を 中 心 に 、 旭 川 市 、 滝 川 市 、 札 幌 市 等 周 辺 の 1 0 市 1 3 町 を 事 業 区 域 と し て 、 地 元 の 中 小 企 業 者

や 住 民 が 会 員 と な っ て 、 お 互 い に 助 け 合 い 、 お 互 い に 発 展 し て い く こ と を 共 通 の 理 念 と し て 運 営 さ れ て い る 相 互 扶 助 型 の 金 融 機 関 で す 。

　 地 元 の お 客 様 か ら お 預 か り し た 大 切 な 資 金 （ 預 金 積 金 ） は 、 地 元 で 資 金 を 必 要 と す る お 客 様 に 融 資 を 行 っ て 、 事 業 や 生 活 の 繁 栄 の お 手 伝 い を

す る と と も に 、 地 域 社 会 の 一 員 と し て 地 元 の 中 小 企 業 者 や 住 民 と の 強 い 絆 と ネ ッ ト ワ ー ク を 形 成 し 、 地 域 経 済 の 継 続 的 発 展 に 努 め て お り ま す 。

　 ま た 、 金 融 機 能 の 提 供 に と ど ま ら ず 、 文 化 、 環 境 、 教 育 と い っ た 面 も 視 野 に 入 れ 、 広 く 地 域 社 会 の 活 性 化 に 積 極 的 に 取 り 組 ん で お り ま す 。

譲 渡 性 預 金 含 む

そ の 他 運 用 に
関  す る 事  項

取 引 先 へ の 支 援 等

異 業 種 交 流 会 ア ク セ ス ・

信 和 会 ・ 年 金 友 の 会

（ 地 域 と の つ な が り ）

北 空 知
信 用 金 庫

お 客 様

会 　 員

〈 貸 出 金 〉〈 支 援 サ ー ビ ス 〉

1 5 1, 3 4 6

預 金 に 関 す る 事 項
（ 地 域 か ら の 資 金 調 達 の 状 況 ）

百 万 円

貸 出 金 （ 運 用 ） に
関  す る 事  項

（ 地 域 へ の 資 金 供 給 の 状 況 ）

8 1, 7 6 4 百 万 円

う ち 北 空 知 地 区【 】1 0 6, 2 2 5 百 万 円

（ 地 域 シ ェ ア ：6 6. 4 8 ％ ）

（ 地 域 シ ェ ア ：5 6. 8 0 ％ ）

【 】2 5, 4 5 8 百 万 円う ち 北 空 知 地 区

〈 預 金 積 金 〉〈 出 資 金 〉

●  会 員 数 ：9, 0 6 8 人
●  出 資 金 ：3 7 0 百 万 円

●  預 貸 率 ：5 4. 0 2 ％

常 勤 役 職 員 数 ：9 0 人
店 舗 数 ：1 4 店

（ 貸 出 金 を 除 く ）

7 2, 2 2 7 百 万 円

今 期 仮 決 算 に 関 す る 事 項

※ 計 数 は 、 令 和 4 年 9 月 末 現 在

〈 業 務 純 益 〉 2 1 8 百 万 円 〈 経 常 利 益 〉 2 7 0 百 万 円 〈 当 期 純 利 益 〉 2 0 1 百 万 円

◇ 第 2 0 回 献 血 運 動 の 実 施

実 施 日 ： 令 和 4 年 6 月 2 日 （ 木 ）

参 加 者 ： 金 庫 役 職 員 他 2 0 名
※ 「 信 用 金 庫 の 日 （ 6 月 1 5 日 ） 」 の 取 組 と し て 実 施 し 、

チ ラ シ 等 に よ り 地 域 住 民 へ の 献 血 運 動 協 力 も 呼 び

か け て 実 施

◇ 第 7 回 き た し ん パ ー ク ゴ ル フ 大 会 の 実 施

実 施 日 ： 令 和 4 年 7 月 1 日 （ 金 ）

参 加 者 ：7 5 名 （ 当 金 庫 年 金 受 給 者 等 ）

場 　 所 ： 深 川 市 リ バ ー サ イ ド

パ  ー ク ゴ  ル フ 場
※ 当 金 庫 に て 年 金 を 受 給 頂 い て い る お 客 様 相 互 の

親 睦 交 流 を 深 め る こ と を 目 的 に 開 催 。

◇ 2 0 2 2 年 度 L o c u s フ ィ ー ル ド ス タ デ ィ の 実 施

実 施 日 ： 令 和 4 年 7 月 2 0 日 （ 水 ）

参 加 者 ：5 名 （ 深 川 西 高 等 学 校 ２ 年 生 対 象 ）

場 　 所 ： 本 店 ２ 階 会 議 室
※ 地 域 の 高 校 生 に 対 し AI を 活 用 し て オ ン ラ イ ン

（ ネ ッ ト ） と リ ア ル （ 職 場 体 験 ） を 融 合 し た 職 場 学 習

の 場 を 提 供 す る こ と に よ り 、 将 来 的 な 地 元 で の 就

職 機 会 を 増 や す こ と を 目 的 に 開 催 。

◇ 第 6 回 き た し ん 杯 バ ド ミ ン ト ン 大 会 の 実 施

実 施 日 ： 令 和 4 年 6 月 1 9 日 （ 日 ）

参 加 者 ：5 5 名 、8 チ ー ム （ 地 域 の 皆 様 ）

場 　 所 ： 深 川 市 総 合 体 育 館
※ 地 域 の 皆 様 の 健 康 と 親 睦 を 目 的 に 開 催 。

◇ 年 金 ・ ロ ー ン 相 談 会 の 実 施

〈 令 和 4 年 度 の 開 催 日 〉

本 店 に て 偶 数 月 第 ３ 水 曜 日 に 開 催

◇ 中 小 企 業 景 気 動 向 調 査 の 定 期 発 行

発 行 月 ： 令 和 4 年   4 月 発 行 （ 第 9 5 回 ： 令 和 4 年 1 月 ～ 令 和 4 年 3 月 期 ）
令 和 4 年   7 月 発 行 （ 第 9 6 回 ： 令 和 4 年 4 月 ～ 令 和 4 年 6 月 期 ）
令 和 4 年 1 1 月 発 行 （ 第 9 7 回 ： 令 和 4 年 7 月 ～ 令 和 4 年 9 月 期 ）

※ 地 域 中 小 企 業 に ア ン ケ ー ト の ご 協 力 を い た だ き 、 四 半 期 毎 に 地 域 経 済 の 景 気 動 向

　 （ 業 況 ・ 見 通 し 等 ） を 取 り ま と め た 「 き た し ん ビ ジ ネ ス レ ー ダ ー 」 を 発 行 。
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令 和 4 年
9 月 末

令 和 4 年
3 月 末

令 和 3 年
9 月 末

1 1, 0 6 9 

7, 8 9 0 

2, 6 4 6 

2, 9 6 6 

1, 2 3 8 

7 8 9 

1 2 9 

4, 1 5 2 

6 1

1 1 8

8 2 2 

7, 5 2 3 

2, 5 5 7 

3 6, 3 1 3 

3 0 5 

3 7 7 

1 1 4 

2, 2 2 2 

4 6 0 

4   

6 2, 8 0 4 

1 1, 0 6 9 

7, 8 9 0 

4 0, 8 7 3 

2 1, 9 3 1 

9, 4 4 2 

1, 6 2 6 

8 1, 7 6 4 

令 和 4 年
9 月 末

令 和 4 年
3 月 末

令 和 3 年
9 月 末

2 8 72 8 7

3 8 63 8 6

2 8 3 2 8 3 

3 9 43 9 4

5 5 75 5 7
5 2 7 5 2 7 令 和 4 年 9 月 末 令 和 4 年 3 月 末  令 和 3 年 9 月 末

令 和 4 年 9 月 末 令 和 4 年 3 月 末  令 和 3 年 9 月 末

1 5 1, 3 4 6 

8 1, 7 6 4 

1 4 2, 4 4 8 

7 9, 9 8 8 

1 4 7, 3 2 8 

7 7, 5 3 1 

1, 2 3 8 

7 8 9 

－

1 2 9 

4, 1 5 2 

6 1

1 1 8

8 2 2 

7, 5 2 3 

2, 5 5 7 

3 6, 3 1 3 

3 0 5 

3 7 7 

1 1 4 

2, 2 2 2 

4 6 0 

4 

2, 9 6 6 

2, 6 4 6 

6 2, 8 0 4 

7, 8 9 0 

1 1, 0 6 9 

8 1, 7 6 4 

令 和 4 年 9 月 末 令 和 4 年 3 月 末  令 和 3 年 9 月 末

1, 1 7 6 

6 8 4 

－

1 3 5 

3, 9 8 3 

1 4 7

1 2 1

8 5 4 

6, 8 6 3 

2, 0 6 9 

3 5, 2 0 6 

3 6 2 

3 2 5 

1 1 6 

2, 3 7 2 

4 6 1 

8 

3, 0 0 5 

2, 5 9 9 

6 0, 4 9 4 

8, 7 3 7 

1 0, 7 5 7 

7 9, 9 8 8 

1, 4 4 6 

6 4 9 

－

1 4 0 

3, 9 1 3 

1 3 3

1 2 2

8 2 0 

7, 3 2 2 

2, 2 4 0 

3 2, 9 8 4 

2 2 9 

3 3 9 

1 1 9 

2, 1 0 9 

5 0 7 

8 

3, 2 4 9 

2, 2 7 0 

5 8, 6 0 9 

8, 4 3 9 

1 0, 4 8 2 

7 7, 5 3 1 

2 1 8 

2 7 0 

2 0 1 

5 2 7 

5 5 7 

3 9 4 

2 8 3 

3 8 6 

2 8 7 

1 4 2, 4 4 8 1 4 2, 4 4 8 

7 7, 5 3 1 7 7, 5 3 1 

1 4 7, 3 2 8 

 7 9, 9 8 8 
（ 注 ） 預 金 に は 譲 渡 性 預 金 を 含 ん で お り ま す 。         

1 5 1, 3 4 6 1 5 1, 3 4 6 

2 0 12 0 1

2 7 02 7 0
2 1 8 2 1 8 

5

6

 8 1, 7 6 4 8 1, 7 6 4
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( 令 和 4 年 9 月 3 0 日 現 在)

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

令 和 4 年 3 月 期

令 和 4 年 9 月 期

3 3 6

2 5 9

8 7 2

9 5 0

1 2 8

1 2 8

0

0

1 2 8

1 2 8

1, 3 3 7

1, 3 3 9

7 9, 1 2 8

8 1, 0 7 2

8 0, 4 6 6

8 2, 4 1 1

3 3 6

2 5 9

8 0 0

8 7 9

9 4

9 4

0

0

9 4

9 4

1, 2 3 0

1, 2 3 3

1 2 3

7 0

4 9 6

5 6 9

4 4

4 4

0

0

4 4

4 4

6 6 4

6 8 4

2 1 2

1 8 9

3 0 3

3 0 9

4 9

4 9

0

0

4 9

4 9

5 6 5

5 4 8

1 0 0. 0 0 ％

1 0 0. 0 0 ％

9 1. 7 1 ％

9 2. 5 0 ％

7 3. 2 1 ％

7 3. 2 1 ％

0. 0 0 ％

0. 0 0 ％

7 3. 2 1 ％

7 3. 2 1 ％

9 2. 0 1 ％

9 2. 1 0 ％

1 0 0. 0 0 ％

1 0 0. 0 0 ％

8 0. 7 5 ％

8 1. 3 1 ％

5 9. 1 0 ％

5 9. 1 0 ％

0. 0 0 ％

0. 0 0 ％

5 9. 1 0 ％

5 9. 1 0 ％

8 4. 1 2 ％

8 3. 8 5 ％

令 和 4 年 9 月 末 令 和 4 年 3 月 末

満 期 保 有 目 的 の 債 券 －

1 0

3

3

－

1 0

3

3

自 己 査 定 結 果 に つ い て 、 信 用 金 庫 法 並 び に 金 融 再 生 法 に 基 づ く 基 準 で 開 示 し て お り ま す 。
信 用 金 庫 法 並 び に 金 融 再 生 法 に よ る 開 示 で は 、 貸 出 金 以 外 の 債 権 （ 債 務 保 証 ・ 仮 払 金 ・ 未 収 利 息 等 ） も 対 象 と さ れ て い ま す 。

（ 注 ）  １ ．「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 と は 、 破 産 手 続 開 始 、 更 生 手 続 開 始 、 再 生 手 続 等 の 申 立 て 等 の 事 由 に よ り 経 営 破 綻 に 陥 っ て い る 債 務 者 に 対 す る 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 で す 。
２ ．「 危 険 債 権 」 と は 、 債 務 者 が 経 営 破 綻 の 状 態 に は 至 っ て い な い が 、 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 が 悪 化 し 、 契 約 に 従 っ た 債 権 の 元 本 の 回 収 及 び 利 息 の 受 取 り が で き な い 可 能 性 の 高 い 債 権 で 、

「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 に 該 当 し な い 債 権 で す 。
３ ．「 要 管 理 債 権 」 と は 、 信 用 金 庫 法 上 の 「 三 月 以 上 延 滞 債 権 」 及 び 「 貸 出 条 件 緩 和 債 権 」 に 該 当 す る 貸 出 金 の 合 計 額 で す 。
４ ．「 三 月 以 上 延 滞 債 権 」 と は 、 元 本 又 は 利 息 の 支 払 が 約 定 支 払 日 の 翌 日 か ら 三 月 以 上 遅 延 し て い る 貸 出 金 で 、「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 及 び 「 危 険 債 権 」 に 該 当 し な い 貸 出 金 で す 。
５ ．「 貸 出 条 件 緩 和 債 権 」 と は 、 債 務 者 の 経 営 再 建 等 を 図 る こ と を 目 的 と し て 、 金 利 の 減 免 、 利 息 の 支 払 猶 予 、 元 本 の 返 済 猶 予 、 債 権 放 棄 そ の 他 の 債 務 者 に 有 利 と な る 取 決 め を 行 っ た 貸 出 金 で 、

「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」「 危 険 債 権 」「 三 月 以 上 延 滞 債 権 」 に 該 当 し な い 貸 出 金 で す 。
６ ．「 正 常 債 権 （ Ｂ ） 」 と は 、 債 務 者 の 財 政 状 態 及 び 経 営 成 績 に 特 に 問 題 が な い 債 権 で あ り 、「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 、「 危 険 債 権 」 、「 要 管 理 債 権 」 以 外 の 債 権 で す 。
７ ．「 担 保 ・ 保 証 等 に よ る 回 収 見 込 額 」（ ｃ ） は 、 自 己 査 定 に 基 づ い て 計 算 し た 担 保 の 処 分 可 能 見 込 額 及 び 保 証 に よ る 回 収 が 可 能 と 認 め ら れ る 額 の 合 計 額 で す 。
８ ．「 貸 倒 引 当 金 」（ ｄ ） に は 、 正 常 債 権 に 対 す る 一 般 貸 倒 引 当 金 を 除 い て 計 上 し て お り ま す 。
９ ．「 破 産 更 生 債 権 及 び こ れ ら に 準 ず る 債 権 」 、「 危 険 債 権 」 及 び 「 正 常 債 権 」 が 対 象 と な る 債 権 は 、 貸 借 対 照 表 の 「 有 価 証 券 」 中 の 社 債 （ そ の 元 本 の 償 還 及 び 利 息 の 支 払 の 全 部 又 は 一 部 に つ い

て 保 証 し て い る も の で あ っ て 、 当 該 社 債 の 発 行 が 有 価 証 券 の 私 募 （ 金 融 商 品 取 引 法 第 2 条 第 3 項 ） に よ る も の に 限 る 。 ） 、 貸 出 金 、 外 国 為 替 、「 そ の 他 資 産 」 中 の 未 収 利 息 及 び 仮 払 金 並 び に 債
務 保 証 見 返 の 各 勘 定 に 計 上 さ れ る も の 並 び に 注 記 さ れ て い る 有 価 証 券 の 貸 付 を 行 っ て い る 場 合 の そ の 有 価 証 券 （ 使 用 貸 借 又 は 賃 貸 借 契 約 に よ る も の に 限 る 。 ） で す 。

令 和 4 年 3 月 期

2, 0 5 3

－

2 0 0

2, 4 0 0

4, 6 5 3

－

－

－

1, 9 0 0

1, 9 0 0

6, 5 5 3

2, 3 4 0

－

2 0 0

2, 6 0 7

5, 1 4 8

－

－

－

1, 7 3 3

1, 7 3 3

6, 8 8 2

2 8 7

－

0

2 0 7

4 9 5

－

－

－

△ 1 6 6

△ 1 6 6

3 2 9

令 和 4 年 9 月 期

2, 0 5 0

－

2 0 0

2, 0 0 0

4, 2 5 0

－

－

－

2, 8 0 0

2, 8 0 0

7, 0 5 0

2, 2 9 9

－

2 0 0

2, 1 5 6

4, 6 5 5

－

－

－

2, 4 6 9

2, 4 6 9

7, 1 2 5

2 4 8

－

0

1 5 6

4 0 5

－

－

－

△ 3 3 0

△ 3 3 0

7 4

令 和 4 年 3 月 期令 和 4 年 9 月 期

－

9, 4 1 6

1, 1 7 9

5, 7 2 4

2, 5 1 2

8 4 1

1 0, 2 5 8

－

1 2, 5 3 2

9, 5 9 7

2, 6 9 9

2 3 5

6, 6 2 4

1 9, 1 5 7

2 9, 4 1 5

－

9, 2 5 4

1, 1 2 7

5, 6 4 5

2, 4 8 0

7 9 4

1 0, 0 4 8

－

1 2, 7 2 4

9, 7 6 2

2, 7 2 4

2 3 6

6, 9 7 8

1 9, 7 0 2

2 9, 7 5 1

－

1 6 2

5 1

7 9

3 1

4 7

2 1 0

－

△ 1 9 1

△ 1 6 5

△ 2 5

△ 0

△ 3 5 4

△ 5 4 5

△ 3 3 5

－

8, 9 0 2

1, 1 6 1

5, 7 9 1

1, 9 4 9

3 1 9

9, 2 2 1

－

1 3, 5 7 0

1 0, 1 6 3

2, 8 6 1

5 4 5

4, 8 6 3

1 8, 4 3 3

2 7, 6 5 5

－

8, 7 8 3

1, 1 2 0

5, 7 3 2

1, 9 3 0

3 0 0

9, 0 8 3

－

1 4, 0 2 1

1 0, 5 5 4

2, 9 1 3

5 5 3

5, 8 7 9

1 9, 9 0 0

2 8, 9 8 4

－

1 1 8

4 0

5 9

1 8

1 9

1 3 7

－

△ 4 5 1

△ 3 9 0

△ 5 1

△ 8

△ 1, 0 1 6

△ 1, 4 6 7

△ 1, 3 2 9

（ 注 ） １ ． 時 価 は 、 期 末 日 に お け る 市 場 価 格 等 に 基 づ い て お り ま す 。     
２ ． 上 記 の 「 そ の 他 」 は 、 外 国 証 券 及 び 投 資 信 託 等 で す 。      
３ ． 時 価 を 把 握 す る こ と が 極 め て 困 難 と 認 め ら れ る 有 価 証 券 は 本 表 に 含 め て お り ま せ ん 。      

（ 注 ） １ ． 貸 借 対 照 表 計 上 額 は 、 期 末 日 に お け る 市 場 価 格 等 に 基 づ い て お り ま す 。
２ ． 上 記 の 「 そ の 他 」 は 、 外 国 証 券 及 び 投 資 信 託 等 で す 。
３ ． 時 価 を 把 握 す る こ と が 極 め て 困 難 と 認 め ら れ る 有 価 証 券 は 本 表 に 含 め て お り ま せ ん 。

、 ％

金 融 再 生 法 開 示 債 権 の 保 全 ・ 引 当 状 況

破 産 更 生 債 権 及 び

こ れ ら に 準 ず る 債 権

危 　 　 　 険 　 　 　 債 　 　 　 権

要 　 　 管 　 　 理 　 　 債 　 　 権

三 月 以 上 延 滞 債 権

貸 出 条 件 緩 和 債 権

小 　 計 （ Ａ ）

正 　 常 　 債 　 権 （ Ｂ ）

総 　 与 　 信 　 残 　 高

（ Ａ ）+ （ Ｂ ）
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令 和 4 年 9 月 末

6, 6 8 6 

6, 8 6 4 

6, 6 3 8 

2 2 6 

1 7 8  

6 8, 8 5 5 

6 5, 0 9 8 

6 0 6 

3, 1 5 0   

9. 7 1 %

2, 7 5 4 

2, 6 2 8 

1 2 6 

6, 4 6 0 

6, 6 4 3 

6, 4 3 5 

2 0 8

1 8 3   

6 8, 9 5 4 

6 5, 0 6 1 

7 4 3 

3, 1 5 0   

9. 3 6 %

2, 7 5 8 

2, 6 3 2 

1 2 6  

令 和 4 年 3 月 末  令 和 3 年 9 月 末

6, 4 8 3 

6, 6 6 1 

6, 3 4 1 

3 2 0

1 7 8  

6 5, 0 2 2 

6 1, 6 6 1 

3 2 7 

3, 0 3 3  

9. 9 7 %

2, 6 0 0 

2, 4 7 9 

1 2 1 

令 和 4 年
9 月 末

令 和 4 年
3 月 末

令 和 3 年
9 月 末

9. 3 69. 3 6

9. 9 7
9. 7 19. 7 1

自 己 資 本 比 率 算 出 の た め の 引 当 金 等 の 計 算 に つ い て は 以 下 の 方 法 に よ り 算 出 し て い ま す ｡

1  ． 一 般 貸 倒 引 当 金 は 前 期 末 予 想 損 失 率 を 使 用 し 債 権 残 高 は 9 月 末 基 準 日 の 自 己 査 定 に よ る 債 務 者 区 分 毎 の 残 高 と し て お り ま す ｡

2  ． 個 別 貸 倒 引 当 金 は 9 月 末 基 準 日 の 自 己 査 定 に よ る 債 務 者 区 分 （ 破 綻 先 ・ 実 質 破 綻 先 ・ 破 綻 懸 念 先 ） に よ り 個 別 に 計 算 し て お り ま す ｡

　   ・ 信 用 部 分 の 計 算 は 担 保 及 び 保 証 等 に よ る 調 整 を 行 っ て お り ま す ｡

3  ． そ の 他 の 引 当 金 に つ い て は 本 決 算 に 準 じ た 処 理 と し ､ 9 月 末 時 点 で 算 出 し た 必 要 額 を 引 当 て て お り ま す ｡

        

（ 注 ） 自 己 資 本 比 率 の 算 出 方 法 を 定 め た 「 信 用 金 庫 法 第 8 9 条 1 項 に お い て 準 用 す る 銀 行 法 第 1 4 条 の 2 の 規 定 に 基 づ き 、 信 用 金 庫 及 び 信 用 金 庫 連 合 会 が そ の 保 有 す る 資 産 等 に 照 ら し

　 　 自 己 資 本 の 充 実 の 状 況 が 適 当 で あ る か ど う か を 判 断 す る た め の 基 準 （ 平 成 1 8 年 金 融 庁 告 示 第 2 1 号 ） 」 に 基 づ き 算 出 し て お り ま す 。

　 　 な お 、 当 金 庫 は 国 内 基 準 を 採 用 し て お り ま す 。                     

    

普 通 出 資 又 は 非 累 積 的 永 久 優 先 出 資 に
係 る 会 員 勘 定 の 額

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク 相 当 額 の 合 計 額
を 8 ％ で 除 し て 得 た 額

オ ペ レ ー シ ョ ナ ル ・ リ ス ク に 対 す る 所 要
自 己 資 本 の 額

コ ア 資 本 に 係 る 基 礎 項 目 の 額 に 算 入
さ れ る 引 当 金 の 額

業 務 純 益 、 実 質 業 務 純 益 、 コ ア 業 務 純 益 及 び コ ア 業 務 純 益 （ 投 資 信 託 解 約 損 益 を 除 く 。 ）

業 務 純 益

実 質 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益

コ ア 業 務 純 益
（ 投 資 信 託 解 約 損 益 を 除 く ）

2 1 8, 3 2 0 

2 3 6, 1 8 4 

2 3 6, 1 8 4 

2 3 6, 1 8 4 

5 2 7, 8 7 1 

4 5 5, 1 0 2 

4 4 4, 9 6 3 

4 4 4, 9 6 3 

2 8 3, 5 3 6 

3 2 3, 2 0 2 

2 5 9, 2 0 3 

2 5 9, 2 0 3 

（ 注 ）

１ ． 業 務 純 益 ＝ 業 務 収 益 － （ 業 務 費 用 － 金 銭 の 信 託 運 用 見 合 費 用 ）

業 務 費 用 に は 、 例 え ば 人 件 費 の う ち の 役 員 賞 与 等 の よ う な 臨 時 的 な 経 費 等 を 含 ま な い こ と と し て い ま す 。

ま た 、 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 が 全 体 と し て 繰 入 超 過 の 場 合 、 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 （ ま た は 取 崩 額 ） を 含 み ま す 。

２ ． 実 質 業 務 純 益 ＝ 業 務 純 益 ＋ 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額

実 質 業 務 純 益 は 、 業 務 純 益 か ら 、 一 般 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 の 影 響 を 除 い た も の で す 。

３ ． コ ア 業 務 純 益 = 実 質 業 務 純 益 － 国 債 等 債 券 損 益

国 債 等 債 券 損 益 は 、 国 債 等 債 券 売 却 益 、 国 債 等 債 券 償 還 益 、 国 債 等 債 券 売 却 損 、 国 債 等 債 券 償 還 損 、 国 債 等 債 券 償 却 を 通 算 し た 損 益 で す 。

千 円

令 和 4 年 9 月 令 和 4 年 3 月 令 和 3 年 9 月



0 7 4- 8 6 8 6

0 7 9- 0 5 0 0

0 7 8- 2 2 0 2

0 7 8- 0 1 5 1

0 7 4- 0 4 1 1

0 7 8- 2 1 0 0

0 7 8- 2 6 0 0

0 7 8- 2 5 1 2

0 7 0- 8 0 0 4

0 7 3- 0 0 2 2

0 7 4- 0 0 1 2

0 7 8- 8 3 4 3

0 6 0- 0 0 4 2

0 0 1- 0 0 3 7 0 1 1- 7 8 8- 6 5 6 6

0 1 6 6- 6 0- 3 5 1 1

麻 生 支 店

雨 竜 郡 雨 竜 町 字 フ シ コ ウ リ ウ 1 0 4 番 地

4 6 9 9

旭 川 市 神 楽 4 条 4 丁 目 2 番 1 4 号

札 幌 市 北 区 北 3 7 条 西 4 丁 目 3 番 1 2 号 藤 井 ビ ル N 3 7 1 階

※

※

※

※

※

※

※

※

※ の 店 舗 は 1 1 ：3 0 ～ 1 2 ：3 0 の 間 昼 休 み （ 窓 口 閉 鎖 ） と さ せ て い た だ き ま す 。

平 日

土 日 祝 ※ 2

8: 0 0- 2 0: 0 0

8: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 6: 0 0

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

３ 台

設 置 台 数名 称 郵 便 番 号 所 在 地 電 話 番 号  A T M 稼 働 時 間  両 替 機

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

1 台

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 7: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 7: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 7: 3 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 7: 3 0

9: 0 0- 1 7: 3 0

9: 0 0- 1 7: 3 0

平 日
土 日 祝 ※ 2

平 日
土 日 祝 ※ 2

平 日

平 日

平 日

平 日

平 日

平 日

平 日

平 日

平 日

平 日

平 日

※ 2 一 部 お 取 扱 い 出 来 な い お 取 引 が あ り ま す 。

※ 3 一 部 お 取 扱 い 出 来 な い お 取 引 が あ り ま す 。
幌 加 内 町 役 場 内

4

3

3

3 2

雨 竜 郡 沼 田 町 南 1 条 2 丁 目 5 　 3

店 舗 一 覧 及 び Ａ Ｔ Ｍ 設 置 状 況 店  外  Ａ Ｔ  Ｍ

共 同 利 用 Ａ Ｔ Ｍ

他 金 融 機 関 と の 共 同 設 置 稼 働 店 で す 。 一 部 お 取 扱 い 出 来 な い お 取 引 が あ り ま す 。

店 名 住 所 設 置 台 数A T M 稼 働 時 間 サ ー ビ ス 内 容

1 台9: 0 0- 1 7: 0 0平 日
深 川 市 6 条 6 番 1 号
深 川 市 立 病 院 1 階 振 込

出 金深 川 市 立
病 院 出 張 所

店 名 住 所 設 置 台 数A T M 稼 働 時 間 サ ー ビ ス 内 容

深 川 市 あ け ぼ の 町 1 番 1 号
深 川 第 一 病 院 内

四 条 出 張 所

深 川 第 一
病 院 出 張 所

コ ー プ さ っ ぽ ろ
ふ か が わ 店 出 張 所

平 日
土 日 祝
※ 3

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 7: 0 0
1 台

1 台

1 台

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

9: 0 0- 1 8: 0 0

平 日
土 日 祝
※ 3

平 日

深 川 市 4 条 1 2 番 6 号
い ち ご 館

深 川 市 1 条 6 番 2 5 号 コ ー プ
さ っ ぽ ろ ふ か が わ 店 内

入 金

振 込

出 金

営 業 地 区 一 覧

北   海   道

雨   竜   郡

樺   戸   郡

上   川   郡

深 川 市 ・ 滝 川 市 ・ 旭 川 市 ・ 留 萌 市 ・ 砂 川 市 ・ 札 幌 市 ・ 石 狩 市 ・
江 別 市 ・ 北 広 島 市 ・ 恵 庭 市

妹 背 牛 町 ・ 沼 田 町 ・ 幌 加 内 町 ・ 秩 父 別 町 ・ 北 竜 町 ・ 雨 竜 町

新 十 津 川 町

奈 井 江 町

東 川 町 ・ 東 神 楽 町 ・ 鷹 栖 町 ・ 比 布 町 ・ 当 麻 町

空   知   郡

KI T A S O R A C HI S HI N KI N B A N K R E P O R T 2 0 2 2    S E P T. 3 0

幌 加 内 支 店
【 令 和 ４ 年 ５ 月 移 転 オ ー プ ン 】


